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O決算の概況 (2)について

¶ 上段の表中の表示について

(1)執行額、翌年度繰越額、執行残額は、単位未満の数値 (四捨五入してゼロとなる

5σO円未満の数値)がある場合は「0」 (ゼ ロ)を表記し、該当数値のない場合は

「一」 (ハイフン)を表記しています。

(2)執行額の財源内訳欄及び執行残額の内訳欄は、単位未満の数値 (四捨五入してゼ

ロとなる500円未満の数値)がある場合は「0」 (ゼ ロ)を表記し、該当数値のない

場合は見易さを考慮し空白としています。

(3)個々の数字は、表示単位で四捨五入しています。また、財源内訳欄は、それぞれ

の数値を表示単位で四捨五入し全体額との調整を一般財源欄で行つています。

2 執行残額について

執行残額については、大きく 4つの理由に分けて金額を表示するとともに、具体的

な内容を 【執行残額について】に記載しています。

なお、原則として千円単位の表記となつていますが、執行残額が「0」 の場合 (単位

未満の数値がある)は、円単位で表記しています。

(単位 :千円)

※平成 30年度事業が令和元年度に複数の課に分割された場合

は、令和元年度所管課分の数値を記載し、下段 【】書きで平

成 30年度事業全体事業費を記載してあります。

事業の概要以降は、令和元年度所管課分の事業について作

成してあります。

(例) 平成 30年度事業費(0●課)  48,000千 円

↓
平成 30年度事業費 (令和元年度OOOO課 )36,000千円

平成 30年度事業費 (令和元年度△△△△課)12,000千円

※平成 30年度と令和元年度で所管課名称が変更になつた

場合、または、課等の名称が変更になつた場合は、下記

のとおりの表現とし、事業を担当する令和元年度の所管

課が作成してあります。

記入例 : 平成 30年度は0●課で実施した事業が

令和元年度にOOOO課 に移管された場合

所管課等
OOOO課

(平成 30年度所管は0●課)

所管課等款  項  目
(P  ～ P

OOOO課
(平成 30年度所管は0●課)

事 業

予算現額 執 行 額
国庫支出金 一般財源

行 額 の 財 源

県 支 出 金 債

訳

そ の 他

代
36,000

【48,000】
執 行 残 の 内

入札差金 そ の 他事業費節減 事業未実施 ｀執 行 残翌年度繰越額

財源内訳、内訳の欄は、次のとおり

単位未満の数値あり :「 0」 (ゼ ロ)

該当数値なし   :空 白

執行額、翌年度繰越額、執行残額の欄は、次のとお り

単位未満の数値あり :「 0」 (ゼ ロ)

該当数値なし   :「 ―」 (ハイフイ)



(単位 :千円)

【目的】
老朽化した水族博物館を新たに整備するため、様々な分野の専門家の助言や多くの市民の意

見 。提案をもとに策定した基本計画の内容を具体化し、楽しみながら学ぶことができ、まちを元

気にする一大集客施設として新水族博物館を整備する。

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

○平成 30年度 目標

平成 30年 6月 26日 に開館する新 しい水族博物館「うみがたり」の整備を確実に進めるととも

に、プロモーション活動を市の内外において積極的に行い、多くの集客につなげる。

○実施内容、これまでの経過等

平成 30年 6月 26日 の開館に向け、工事の進捗を図るとともに、各種プロモーション活動を実

施 した。

科 目 執行額 内 容

印刷製本費 372
施設紹介パンフレット (15,000部 )、 開館式

典用パンフレント (500部 )の印刷

筆耕翻訳料 62
物品寄贈者 (4団体)及び水族博物館整備事

業者 (13事業者)に対する感謝状筆耕

施工監理委託料 (繰越明許 ) 56,716
水族博物館新築工事監理業務委託に係 る精

算金

銘板パネル製作設置業務委託料 385
ペンギンミュージアムの銘板製作設置業務

委託

会場設営委託料 497
マゼランペ ンギンクラフ トフェスタ上越の

会場設営業務委託

展示演出製作・施工業務委託料

(繰越明許 )

124,097
解説パネル、種名板、マンピングウォール等

の製作 。施工業務委託

外構設計監理委託料 (繰越明許 ) 0801 屋外 トイレの新築工事監理業務委託

PRフラッグ等製作設置委託料 884
上越妙高駅及び直江津街中に設置している

PRフ ラング、懸垂幕の製作設置業務委託

1

l決算書

(P130-P131)
2款 1項 7目  企画費 所管課等

教育総務課

(平成30年度所管は新水族博物館整備課)

事 業 名 新水族博物館整備事業

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

1,538,531 1,404,918 1,131,200
242,753

触
30,965

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

133,613 33,773 98 99,742



決算書

(P130-P131)
2款 1項 7目 企画費 所管課等

教育総務課

(平成30年度所管は新水族博物館整備課)

事 業 名 新水族博物館整備事業

土地借上料 6,392 第 3駐車場の借地料

水族博物館施設整備等工事 12,688 外構、活魚輸送車用車庫の工事費

水族博物館施設整備等工事 (繰越

明許 )

1,178,786 水族博物館、外構、屋外 トイレ等の工事費

物件移転補償料 (繰越明許 ) 1,074 電柱移設に係る補償料

○目標達成状況
・水族博物館の整備を確実に進め、計画した期間内で整備を完了した。

・各種プロモーション活動の実施により水族博物館のPRを図 り、集客につながる基盤を整えた。

【事業の成果】
・計画していた平成 30年 6月 26日 に、水族博物館を開館した。

・市民を始め、旅行代理店や報道関係者などに姑するプロモーション活動により、開館への機運

醸成を図るとともに、集客基盤を整えることができた。

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】

新水族博物館整備事業の完了に伴い、今後は、安定的な運営を持続していくために、適切な維

持管理や計画的なヅニューアルを行う必要がある。

【執行残額について】

○事業費節減  33,773
・印刷製本費
・展示演出製作・施工業務委託料

○入札差金 98

・会場設営委託料
・ PRフ ラング等製作設置委託料

○その他 99,742

・普通旅費
・消耗品費
・燃料費
・銘板パネル製作設置業務委託料

・電子計算機借上料
・有料道路使用料
・水族博物館施設整備等工事

・物件移転補償料
・水族博物館整備運営基金積立金

177

38,596(展示演出内容の精査によるもの)

33

65

61

6

20

1,698

65

59

97,831(外構工事等における執行残)

1

6

2



決算書

(P152-P153)
2款 1項 31目  春日謙信交流館費 所管課等 社会教育課

事 業 名 春 日謙信交流館管理運営費

(単位 :千円)

【目的】
地域住民が集い交流する場を提供することにより、にぎわいと活力ある地域社会の形成に資す

るため、施設の管理運営を行う。

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

○実施内容、これまでの経過等

地域の社会教育活動の拠点施設として、また、市民の生涯学習活動の場として、維持管理を行

い、年間75,478人 が利用した。

○施設の管理実績
・利用件数、利用者数

区  分

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度

利用件数

(件 )

利用者数

(人 )

利用件数

(件 )

利用者数

(人 )

利用件数

(件 )

利用者数 (人 )

計 画 実 績

集会室 1 771 13,910 834 18,562 968 14,000 15,277

集会室 2 652 9,062 702 10,047 811 9,000 9,567

集会室 3 624 10,057 857 ll,343 772 10,000 9,004

第 1会議室 858 9,281 887 9,524 784 9,000 9,353

第 2会議室 700 3,922 770 4ぅ 528 671 4,000 4,420

和室 1 402 3,810 473 4,618 447 4,000 4,234

和室 2 372 2,469 421 2,834 322 2,500 2,076

調理室 157 1,488 172 1,590 124 1,500 1 050

情報コーナー 17,741 15, 690 18,000 20,497

合  計 4,586 7 1
５Ｏ

υ
，

ｒ 5,066 78,736 4,899 72,000 75,478

3

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 〒般財源

10,647 10,275

3,209
破用休 員融 入

翻

7,066

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

872 56 316



決算書

(P152-P153)
2款 1項 31目 春 日謙信交流館費 所管課等 社会教育課

事 業 名 春 日謙信交流館管理運営費

・施設管理における市の収支状況

区  分 平成 28年度 平成 29年度
平成 30年度

予 算 実 績

①収入

使用料収入 3 006 3,071 2,963 3,121

その他 28 87 84 88

合計 3,034 3,158 3,047 3,209

②支出

施設維持管理費 10,128 10,020 10,647 10,275

6,189 2,276 6,237 6,181

その他

合計 10,128 10,020 10,647 10,275

③公費投入額 (②一①) 7,094 6,862 7;600 7 066

④利用者 1人当たりの
公費投入額 (単位 :円 )

99 87 106 94

※平成 29年度委託料の減少は、窓口業務を委託から非常勤職員の直接雇用にしたことによる

もの。平成 30年度委託料の増加は、効率的に施設を運営するため、窓口業務を再び委託に

改めたことによるもの。

【事業の成果】 ,
・学びを通じた人づくり、地域づくりを推進する公民館事業や市の各種事業の会場として利用し

たほか、生涯学習や文化 。芸能活動など、多様な市民活動の場を提供できた。

・地域活性化を図る市民の自主的なまちづくり活動やイベント、集会等に利用され、にぎわいと

活力ある地域社会の形成に寄与した。

・学びを高め合う施設として、地域住民のほか、春日山を訪れる人々が地域固有の歴史や文化に

関わり、交流する場としても活用された。

・春日山の観光資源と各地の歴史、文化的な地域資源を結ぶため、旅行者が快適に巡ることがで

きるよう案内や手荷物預かりに主体的に取り組んだ。

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】

供用開始から 10年が経過し、各種設備に故障が発生している。安全・安心で快適な利用環境

を提供するため、きめ細やかな点検整備を行 うとともに、計画的な修繕や更新を行つていく必要

がある。

【執行残額について】

○入札差金  56
・施設管理委託料

○その他   316
・営繕修繕料         238
・印刷製本費、電信電話料ほか  83

4



決算書

(P152-P155)

2款 1項 32目  人千浦交流施設はま

ぐみ費        
｀ 所管課等 社会教育課

事 業 名 人千浦交流施設はまぐみ管理運営費

(単位 :千円)

【目的】
地域住民が集うとともに、世代間交流を促進する場を提供することにより、地域の活性化及び

地域住民の連帯感の醸成を図り、活力ある地域社会の形成に資するため、施設の管理運営を行う。

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

○実施内容、これまでの経過等

地域の社会教育活動の予夕匙′点施設として、また、市民の生涯学習活動の場として、維持管理を行

い、2施設合計で年間 63,029人 が利用した。

○施設の管理実績
・利用件数、利用者数

【人千浦交流館はまぐみ】

区 分

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度

利用件数

(件 )

利用者数

(人 )

利用件数

(件 )

利用者数

(人 )

利用件数

(件 )

利用者数 (人 )

計 画 実 績

多目的ホール 898 9,908 1,082 13;177 985 10,500 ll,355

調理室 30 1,087 28 478 24 700 482

第 1学習室 192 2,667 142 3,847 115 2,800 2,290

多目的室 400 5,883 421 9 Ｒ
υ

ワ
‘

（
υ 853 7,500 8,959

工作室 169 1,122 124 778 84 900 669

第 1集会室 85 1,605 100 1 342 109 と,600 1,327

第 2集会室 125 2,020 124 2,502 113 2,200 2,119

第 2学習室 631 3,420 587 3,914 523 3,600 3,244

三世代交流ホール 10,973 10,796 11,000 10,663

幼児遊戯室 661 548 700 727

浴 場 7,291 7 124 7,800 8,159

合 計 2,530 46,587 2,558 53,581 2,306 49,300 49,994

5

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

23,617 23,443

5,673

(伊ヂ剛日、具捷藝似フゝ

翻

17,770

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

174 174



決算書

(P152-P155)

2款 1項 32目 人千浦交流施設はま

ぐみ費
所管課等 社会教育課

事 業 名 八千浦交流施設はまぐみ管理運営費

【スポーツハウスはまぐみ】

・施設管理における市の収支状況

※平成 29年度をもつて「人千浦交流館はまぐみ維持運営基金」からの繰入を終了したため、「そ

の他」収入が減少 している。

※平成 29年度委託料の減少は、窓日業務を委託から非常勤職員の直接雇用にしたことによる

もの。平成 30年度委託料の増加は、効率的に施設を運営するため、窓口業務を再び委託に

改めたことによるもの。

【事業の成果】
・学びの意欲を高め、交流の輪な広げる教養講座や地域課題の解決に向けて意識を高める公民館

事業で利用 し、学びを通じた人づくり、地域づくりを推進する場を提供できた。

・身近な地域における市民主体のまちづくり活動に利用され、地域住民が集い、世代間交流を促

進する場を提供できた。

・地域住民の文化及びスポーツ活動のほか、生涯学習や生涯スポーツ活動に利用され、人々が学

び、集い、交流する多様な学習の場を提供できた。

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】

引き続き、温浴機能や人工芝の屋内コー トなど、施設の優位性をいかした利用促進を目指すと

ともに、安全・安心に利用いただくため、老朽化した設備の改修を進めていく必要がある。

【執行残額について】

Oその他  174
・光熱水費
。営繕修繕料、手数料、浴場用具借上料ほか

6

区 分

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度

利用件数

(件 )

利用者数

(人 )

利用件数

(件 )

利用者数

(人 )

利用件数

(件 )

利用者数 (人 )

計 画 実 績

体育室
休憩室

927 15,915 809 13,267 994 12,500 13,035

区  分 平成 28年度 平成 29年度
平成 30年度

予 算 実 績

①収入

使用料収入 5,037 5,148 5,102 5,497

その他 10,061 10,891 198 176

合計 15,098 16,039 5,300 5,673

②支出

施設維持管理費 21,902 219969 23,616 23,443

13,761 7,076 12,888 12, 888

その他 4 6 1 0

合計 21,906 21,975 23,617 23,443

③公費投入額 (②―①) 6,808 5,986 18,317 17,770

④利用者 1人当たりの
公費投入額 (単位 :円 )

109 89 296 282

61

113



決算書

(P202-P203)
3款 2項 4目 児童福祉施設費 所管課等 学校教育課

事 業 名 放課後児童クラブ運営費

(単位 :千円)

【目的】

昼間、保護者が就労等で不在となる家庭の児童に遊びを主とする活動の場を提供することによ

り、保護者の就労支援と児童の健全育成を図る。

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

○平成 30年度目標

・利用料金の改定に合わせ、多子世帯への減免制度の拡充や運営形態の見直しを行い、事業運営

の健全化を図る。

・専用区画面積や支援単位等、条例で定める基準に沿つた事業運営を実施する。

・県が主催する放課後児童支援員認定研修に参加 し、計画的に有資格者を育成するとともに、支

援員・補助員に対する研惨及びきめ細かい助言等により、特別な支援を要する児童の増加等に

対応する受入態勢の強化、指導力の向上を図る。

○実施内容、これまでの経過等

・実施状況

開 設 数 51か所 ※うち 3か所は、社会福祉法人やNPO法 人へ委託

対象児童 昼間、保護者等が就労で不在となる家庭の小学校 1年生～6年生

開設時間

月曜 日～金曜 日 :年後 2時 30分～午後 6時

土曜 日、長期体業期間、学校代休 日 :午前 8時～午後 6時

※平 日、延長の利用希望があるクラブは年後 7時まで開設 している。

※土曜 日、長期休業期間、学校代体 日において、早朝の利用希望があるク

ラブは午前 7時 30分から開設 している。

管理体制

・1支援単位に2人以上の支援員等を配置し、そのうち 1人は有資格者

(令和元年度末まで経過措置あり)を配置

:各放課後児童クラブの通年登録児童数、特別な支援を要する帰童数に応

じ、支援員等を配置 (長期休業期間等は登録児童数に応じ支援員等を増

員)

7

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

299,910 292,722 56,804 56,804
121,526

帥 )

57,588

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

7,188 1,564 135 5,489



決算書

(P202-P203)
3款 2項 4目 児童福祉施設費 所管課等 学校教育課

事 業 名 放課後児童クラブ運営費

`平成 27年度の利用料金見直しに引き続き、平成 80年度においても利用料金の見直しを行つた。

見直 しに当たつては、利用児童数の推移や運営経費の分析を行 うとともに、国県からの財政支

援の状況や望ましい受益者負担割合を考慮 し、料金設定を行つた。

・通年利用及び長期体業利用における減免制度については、生活保護世帯は全額、市民税非課税

世帯は半額 としていたが、利用料金の見直しに合わせ、多子世帯を対象に、利用児童 2人 目を

半額、3人 日以降を全額減免 とする減免制度を拡充した。

・近年、食物アレルギーを持つ利用児童が増力日していることから、誤食による トラブルを防止す

るとともに、おやつの購入や保管などの管理面の負担軽減を図り、支援員等が子どもと寄 り添

う時間を確保するため、運営形態の見直しの一環としておやつ提供を廃上した。なお、保護者

の意向を受け、平日の延長利用時において保護者が事前におやつを持ち込むことや、土曜 日及

び長期体業期間においては、お弁当と一緒におやつを持参するなど柔軟な対応を行つている。

・有田小学校の開校に伴い、春日新田小学校放課後児童タラブの一部と小猿屋小学校放課後児童

クラブを統合し、新たに有田小学校放課後児童クラブを平成 30年 4月 から運営開始した。

<利用料金表>

利用区分

利用料金

比較増減改正前

(6月 まで)

改正後

(7月 以降)

通年利用 6,000円 6,000円

長期体業利用 (夏休み) 7,100円 8,000円 900円

長期休業利用 (冬休み) 3ぅ 000円 3,000円

長期休業利用 (春休み) 3,900円 4,000円 100円

緊急一時利用 (半 日) 500円 500円

緊急一時利用 (1日 ) 800円 800円

延長 (年後 6時～年後 7時 ) 200円 200円

延長 (午前 7時 30分～午前 8時 ) 100円 100円

・利用状況

平成 28年度 平成29年度① 平成 30年度②
比較増減
(②一①)

開 設  数

(箇所 )

49 51 51 0

通年利用登録

者数 (人)※
1,408 1,570 1 59 1 21

8

※通年利用登録者数は、月平均の数値



決算書

(P202～ P203)
3款 2項 4目 児童福祉施設費 所管課等 学校教育課

事 業 名 放課後児童クラブ運営費

○目標達成状況
。日々雇用を含む全ての放課後児童クラブ支援員及び補助員を対象に、特別な支援を要する児童

への対応、食物アレルギー対応等に関する研修会を実施 し、資質向上を図つた。 (平成 30年度

研修実績 :支援員等研修 6回、新規採用職員研修 2回、代表支援員会議 3回 )

。年間を通じ、利用児童が安心して放課後児童クラブを利用できるよう、夏体みを始めとする学

校の長期体業期間における利用児童の増加に対して、学校内の秋室を一時的に転用するなどし、

適切な対応に努めた。

・利用料金の改定に合わせて、多子世帯への減免制度の導入を行つたことで、兄弟、姉妹等の利

用児童が増えた。

・県が主催する放課後児童支援員認定研修への参加については、計画的に研修会への参加を促レ

たことにより、受講者数が42人となり、前年度より多くの支援員等の参加があつた。

【事業の成果】
・適正な利用料金に見直しを行 うことができたほか、多子世帯に対し、減免制度を導入したこと

により前年度より利用児童が増加した。

・食物アレルギーを発症させないため、おやつ提供の廃止を行い、自宅から持参することで、そ

の児童の体質に合ったおやつを提供することができた。また、おやつの購入や保管などの管理

面の負担が軽減され、支援員等が児童と寄り添う時間を更に確保することができた。

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】

・特別な支援を必要とする児童や食物アレルギーがある児童が年々増加傾向にあり、その特性や

支援内容なども複雑化していることから、専門相談員や相談員を通じて放課後児童クラブ支援

員等に対する助言・指導を継続的に行つていくことが必要である。

・県が行 う放課後児童支援員認定研修を受講 し、放課後児童クラブ支援員 (有資格者)の計画的

な育成を進める必要がある。

・校外で運営している児童クラブは、施設の老朽化等に伴い、施設の改修又は新たな施設への移

転を検討する必要がある。

【執行残額について】

○事業費節減  1,564
・需用費 (消耗品購入の節減 )

○入札差金    135
・工事請負費

○その他    5,489
・共済費        451(当 初見込みを下回つたため)

・需用費       2,370(お やつ提供の廃止によるおやつ購入の減)

。委託料       1,794(実 利用者数が当初見込みを下回つたため)

・備品購入費      586
・使用料及び賃借料他  288

9



決算書

(P316-P317)
10款 1項 1目 教育委員会費 所管課等 教育総務課

事 業 名 教育委員会費

(単位 :千円)

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

4,203 4,122 4,122

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

81 8と

【目的】

教育の政治的中立と教育行政の安定を確保するため、適正かつ円滑な教育委員会の運営を図る。

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

○実施内容、これまでの経過等

(1)教育委員会会議の実施

定例会 :毎月 1回開催、臨時会 :2回開催 計 :14回開催

121 上越市総合教育会議の実施

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市長と教育委員会との協議の場として

総合教育会議を開催 した。

開催 日 :平成 31年 2月 12日

協議題 :学校における人権教育、同和教育について

俗)学校訪問 (2回 :4校 )

実施 日 訪問校 (テーマ) 訪問 目的

10月 23 日
国府小学校、直江津中学校

(道徳教育)

市内各学校の実態を把握 し、今後の教育施策

に反映させる。

<視察内容>
・学校の主な取組と課題の把握
・授業参観
・給食参観

1月 24日
東本町小学校、針小学校

(人権教育、同和教育)

14)その他会議等への出席              、
・関東甲信越静教育委員会連合会総会・研修会 (平成 30年度開催地 :静岡県藤枝市 )

・新潟県市町村教育委員会連合会総会・研修会 (平成 30年度開催地 :見附市)

。上越地方三市教育委員連絡会総会 (平成 30年度開催地 :妙高市)

10



決算書

(P316-P317)
10款 1項 1目 教育委員会費 所管課等 教育総務課

事 業 名 教育委員会費

【事業の成果】
・多様な委員による合議制の執行機関として、定例又は臨時の会議を通じた意思決定により、教

育委員会の事務を適正かつ円滑に実施することができた。

・学校訪問及び総合教育会議を一貫したテーマで実施 したことにより、教育委員が市長 と認識を

共有しながら、今後の教育施策の展開について議論を深めることができた。

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】

・教育行政の課題等に応じたテ下マを設定し、学校等の現場視察や関係者との意見交換等を通じ

て審議の活性化を図 り、具体の施策への反映や市長部局との連携を推進する。

・上舷市第 2次総合教育プランの後期実施計画の策定に向け、施策の評価・検証を確実に行い、

今後の取組の改善・強化につなげる。

【執行残額について】

○その他  81
・費用弁償
・教育長交際費
・食糧費ほか

３

　

６

　

２

１

　

５

　

１

11



決算書

(P318-P319)
10款 1項 2目 事務局費 所管課等 教育総務課

事 業 名 教育委員会事務費

(単位 :千円)

【目的】

教育委員会が所管する業務の円滑かつ効率的・効果的な執行を推進するため、組織、人事、予

算などの内部管理事務を統括するとともに、教育行政の総合的な企画や調整などを行う。

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、目標達成状況など)】

○実施内容、これまでの経過等

庁用自動車の維持管理  と,163

教育長車両ほか 5台

管理費内訳 平成 29年度 平成 30年度 歩ヒ  車交

燃料費 500 481 △ 19

車検費用 385 88 △ 297

修繕料等 169 594 425

合 計 1,054 1,163 109

菱の里管理  2,632
指定管理委託料

各団体等への負担金、補助金  2,223
教育関係団体負担金 (8団体)、 小中学校長会補助金、教頭会補助金、学校教育研究会補助金

その他の事務的経費  17,552
非常勤一般職報酬、事務用消耗品、複写機等借上料ほか

【事業の成果】

教育委員会の組織、人事、予算の内部管理事務を統括し、業務の円滑かつ効率的な執行の推進

に努めた。

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

24,901 23,570
215

徴 0
23,355

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節浅 事業未実施 入札差金 そ の 他

1,331 1,38 1

12
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【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】

教育委員会全体の業務の円滑化、効率的・効果的な執行に努めていく。

【執行残額について】

Oその他  1,331
・報酬       34
・共済費      70
・報償費      143
・旅費       41
・委託料      38
・複写機借上料   841
・諸会議懇親負担金  40
・需用費ほか    124

決算書

(P318-P319)
10款 1項 2目  事務局費 所管課等 毅育総務課

事 業 名 教育委員会事務費

く

13



決算書

(P318-P319)
10款 1項 2目  事務局費 所管課等 学校教育課

事 業 名 奨学金貸付事業

(単位 :千円)

【目的】                ′

経済的な理由により修学が困難な学生 。生徒に対して奨学金を貸し付けることにより、修学機

会を確保し、社会に有用な人材の育成に寄与する。

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

○平成 30年度 目標
。新規奨学生 20人程度の採用を見込み、関係機関 (市内の中学校、高等学校等)の協力を得なが

ら、奨学金制度の周知を図る。

・経済的理由で修学が困難な生徒の進学を後押しするため、所得要件や成績要件の見直しなどを

行い、進学における保護者負担の軽減を図る。

・引き続き滞納者に対して早期の督促や催告を行 うl′乱か、個別に納付相談を実施するなど、納入

促進を図つていく。

○実施内容、これまでの経過等

(事業概要 。経過)

。開始年度  昭和 48年度
。貸 付 額  月額 高校生 1万 5千円以内、大学生等 4万円以内

・資  格  上越市に保護者等が居住する世帯の学生又は生徒

・貸付方法  最短修業年数期間を貸付け、貸付期間の 3倍以内の期間で返還 (無利子)

・貸付計画  高校生、大学生等 20人以内

(平成 30年度事業内容)

。基金総額  137,612千 円
・貸 付 者  高校生 8人、大学生等 17人の計 25人に貸付け

(う ち平成 30年度の新規貸付者 :高校生 1人、大学生等 7人 )

・返 還 者  高校生 19人、大学生等 81人の計 100人が返還

・貸 付 額  月額 高校生 1万 5千円、大学生等 4万円

予算現額 執 行 額
執 行 額

｀
の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

52 34 34

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

18 18

14



決算書

(P318-P319)
10款 1項 2目 事務局費 所管課等 学校教育課

事 業 名 奨学金貸付事業

○目標達成状況
。貸付けについて、学校への周知依頼やホームページヘの掲載により広く制度の周知を行つた。

・返還期間の延長や成績要件の一部撤廃を行 うとともに、新たに入学拳備金の貸付けなど制度の

見直しを行つた結果、見直し前の平成 29年度に比べ、申込者が 3人増加 した。

1返還が滞つている人に対して、督促状の送付や個別の納付相談等の働きかけを定期的に行つた

ことで、滞納が長期化することを防ぐことができた。

′

【事業の成果】
・25人に828万円を貸し付けし、修学機会の確保やイ呆護者負担の軽減に寄与できた。

・返還が滞つている人及びその連帯保証人に対して、定期的に督促状及び催告書を送付すること

で滞納の長期化を防いだ。

<申込者・採用者の状況>

区  分

平成 29年度 平成 30年度

申込者数 採用者数
採用者のうち

辞退者数
申込者数 採用者数

採用者の うち

辞退者数

高 校 生 2人 2人 0人 1人 1人 0人

大学生等 4人 4人 0人 8人 8ノ( 1人

合  計 6人 6人 0人 9人 9人 1人

<貸付金残高等の状況 (平成 30年度末現在)>

<平成 30年度 調定額 と納付額の状況 (平成 30年度末現在)>

<奨学金の収納状況 (平成 30年度末現在)>

基金現在高

(A) + (B) + (C)

貸付金現在高

現金 (C)平成 29年度以前の貸付

金 (A)
平成 30年度貸付金 (B)

137,612,000円 67,800,500円 8,280,000円 61,531,500円

区分 年度 調定額
納付額

(返還)

滞納額
収納率

(%)

滞納

者数

現年度分

平成 29年度 18,428,000円 17,341,500円 1,086,500円 94.10 19人

平成 30年度 19,436,000円 18,252,000円
.

1,184,000円 98.91 17人

比較増減 1,008,000円 910,500円 97,500円 △ 0.19 △2人

過年度分

平成 29年度 2,901,500円 512,500円 2,389,000円 17.66 7人

平成 30年度 3,341,500円 402,500円 2,989,000円 12.05 8人

比較増減 440,000円 △110,000円 550,000円 △ 5。 61 1人

合計

平成 29年度 21,329,500円 17,854,000円 3,475,500円 83,71 26人

平成 30年度 22,777,500円 18,654,500円 4,123,000円 81,90 25人

比較増減 1,448,000円 800,500円 647,500円 △ 1.81 △ 1人

返還対象者数 貸付額 累計調定額 累計納付額 滞納額 収納率

100人 124,380,000円 79,962,500円 75,839,500円 4,128,000円 94.84%
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決算書

(P318～ P319)
10款 1項 2日 事務局費 所管課等 学校教育課

事 業 名 奨学金貸付事業

【今後の課題、反省点、目標が達成できなかつた要因など】

貸付金の返還について、長期滞納者を解消するため、引き続き滞納者に対して早期の督促や催

告を行い、納入促進を図るとともに、奨学金制度の周知に努め、申込者の増力日を図る必要がある。

【執行残額について】

○その他  18
・報酬   15
・費用弁償  3
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決算書

(P318-P321)
10款 1項 2目 事務局費 所管課等 学校教育課

事 業 名 学校教育総務費

(単位 :千円)

【目的】

学校の教育環境を整えるため、学校教育全般にわたる事務を円滑に推進するほか、教育機関等

への支援を行う。

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

教員用コンピュータ設置事業  55,028
0平成 30年度目標

教職員のICT活用指導力の維持、向上を推進し、情報セキュリティを確保する。

○実施内容、これまでの経過等

・教員用コンピュータ 1,345台 を整備 し、毅員 1人 1台の体制を確立し、維持 している。 (平成

30年度更新 :中学校 436台、幼稚園 5台、教育委員会 54台、平成 30年度継続 :小学校 850台 )

・情報セキュリティを確保するため、教員用コンピュータにセキュリティ対策ソフ トを導入する

とともに、学校でのUSBメ モ リの使用を制限し、インターネット上でのファイル保存、共有

サービスの活用を徹底 した。

・校務支援システムめ活用を推進するため、転入教職員を中心に操作研修会を実施するとともに、

学校、受託者、担当課の連携により、システムの有効活用を図つた。

○目標達成状況

・情報セキュリティ、校務支援システムの操作研修会等の実施により、学校で使用しているネッ

トワークの機密性、完全性、可用性を維持 した。

・文都科学省が実施 した「教育の情報化の実態等に関する調査」において、教員の ICT活用指

導力は全国に比べ高水準を維持 している。

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

75,479 74,677 37 161 74,479

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

802 132 670
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決算書

(P318-P321)
10款 1項 2目  事務局費 所管課等 学校教育課

事 業 名 学校教育総務費

全 国上越市

平成 30年 3月平成 30年 3月 平成 31年 3月 ※2

「わりにできる」「ややできる」と

回答した教員の割合 ※1

85,6%97。 1%小学校 98.0%

97.8% 88.0%中学校 98.3%

教材研究・指導の準備・評価な

どに ICTを活用する能力

80.3%小学校 97.0%

教材研究・指導

の準備 。評価・

校務などに IC
Tを活用する能

力 78,4%中学校 98.0%

校務に ICTを活用する能力

※3

※1平成 30年 3月 調査から、 が全教員から授業担当者へ変更となつた。

※2平成 31年 3月 の全国数値は、令和元年 10月 頃に公表される予定

※8「校務に ICTを活用する能力」は、平成 31年 3月 調査では、「教材研究 。指導の準備・評

価・校務などに ICTを活用する能力」に組み込まれた。

・校務支援システムやインターネット上でのファイル保存、共有サービスについて、操作研修

会や学習情報指導員による校内研修を実施することにより、使用方法の定着を図つたほか、

学校の要望をまとめることにより、システムの有効活用を図つた。

学籍 。庶務的経費  17,903
0実施内容、これまでの経過等

・警察連絡協議会、同和教育研究協議会、小・中学校体育連盟、「前島密とふれあう」ふれあいハ

ガキの会、上越市音楽教育研究会等と連携を図り適切な支援を行つた。

・いじめ防止対策推進法及び上越市いじめ防止基本方針に基づき、上越市いじめ問題射策連絡協

議会を 2回、上越市いじめ防止対策等専門委員会を 2回開催 し、関係機関との連携を図つた。

なお、重大事案の発生はなかつた。

学校現場における業務改善加速事業  161
0平成 30年度 目標

平成 29年度に策定した業務改善目標 「上越市業務改善ポリシー」の達成に向けて、全市立小

中学校で業務改善を実施し、取組成果及び課題を把握する。

○実施内容、これまでの経過等

・全市立小中学校で教職員の勤務実態調査を実施 したほか、週 1回程度の定時退勤 日を設定した。

・学校事務の機能強化のための研究及び効果検証を行 うため、小中学校各 1校を研究校に指定

し、業務改善委員会を設置 したほか、業務フローを作成 した。

・教職員の意識改革と学校マネジメン ト強化のための研修会を実施した。

○目標達成状況

上越市業務改善ポリシーの達成に向けて、全市立小中学校で業務改善を実施するとともに、学

校事務の機能強化を図るため、指定校による研究及び検証を行い、取組成果及び課題を把握 した。
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決算書

(P318-P321)
10款 1項 2日  事務局費 所管課等 学校教育課

事 業 名 学校教育総務費

補助金交付並びに貸付金等の管理システム化事業  1,585
0実施内容、これまでの経過等

平成 24年度に導入した就学援助費等の判定システムにつし`て、入学準備金の開始や新元号対

応に係るシステム改修及び保守管理を実施 した。         ,

【事業の成果】

・教育関係団体等への支援を行 うことで、小中学校の教育環境を適切に維持することができた。

・研究指定校による効果検証や教職員を対象とした学校マネジメン ト強化の研修会を実施すると

ともに、教職員の勤務実態調査を行い、上越市業務改善ポリシーの達成に向けて取組成果や課

題を把握 した。

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】
。教職員の情報セキュジティに対する意識向上を一層図り、校務支援システムの効果的な活用と

ICT活用指導力の維持・向上を推進する必要がある。

・研究指定校による取組成果を全小中学校へ波及させ、事務機能を強化するともに、教職員を対象

としたマネジメント研修会を実施し、業務改善を推進する必要がある。

【執行残額について】

○入札差金  132
・印刷製本費    64
。電子計算機借上料 68

0その他   670
・非常勤一般職報酬ほか (い じめ防止対策等専門委員会等の開催回数が見込みを下回つたため)

タブレット型情報端末を使用 した情報整理

19
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決算書

(P320-P321)
10款 1項 2日  事務局費 所管課等 教育総務課

事 業 名 謙信公アカデ ミー推進事業

(単位 :千円)

【目的】
地域の発展に寄与する専門的知識を有する人材、まちづくりの指導者となる人材等に対して支

援を行う。

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

○平成 30年度目標

・奨学金を利用しようとする人に対して広く制度の周知を図るとともに、有為な人材を育成する

とい う上越学生寮奨学金の趣旨を重視 し、奨学生の資格要件等の見直しを行 う。

・健全な基金運用を維持するため、早期の督促や納付相談を行い、滞納者を減少させる。

○実施内容、これまでの経過等

<事業概要>
。開始年度  平成 13年度 (上越学生寮奨学基金 2億円を創設 )

・貸 付 額  月額 大学生 7万円以内、大学院生 。学術研究者 10万 円以内

・資  格  上越市、妙高市、糸魚川市出身の学業に優れた大学生、大学院生及び学術研究者

で、在学する (又 は卒業した)大学・大学院が東京都及びその近郊であること。

・審査方法  謙信公アカデミー評議会を開催 し、レポー ト等を審査して決定

・貸付方法  最短修業年数の期間貸付け、貸付終了後に 1年間の猶予期間を経た後、14年以内

に返還 (無利子)

<平成 30年度事業内容>
・基金総額  200,000千 円
。貸 付 者  大学生 21人に貸付け

(う ち平成 30年度の新規貸付者 :大学生 8人 )

・返 還 者  67人

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

346 172 172

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

174 174
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決算書

(P320-P321)
10款 1項 2日  事務局費 所管課等 教育総務課

事 業 名 謙信公アカデ ミー推進事業

○目標達成状況
。広報紙やホームページヘの情報掲載に加え、上越地域の高等学校、東京都及びその近郊にある

大学に募集案内を送付して奨学金制度を広く周知した結果、申込者の増加が図られた。

・大学等の所在地にかかわらず有為な人材を育成するため、所在地に関する要件の見直しを行い、

全国の大学及び大学院を対象 とするよう制度改正を行つた。(次年度から改正後の制度で募集)

_・ 滞納者に対し、早期の督促を行つたことにより、現年度分の滞納者数を減少させることができ

た。

【事業の成果】
・上越地域出身の優秀な学生 8人を新たに奨学生として採用した。

・奨学金の貸付けにより、奨学生が学業に専念できるよう支援することができた。

<申 込者・採用者の状況>

<貸付金残高の状況 (平成 30年度末現在)>

<平成 30年度 調定額と納付額の状況 (平成 30年度末現在)>

区 分
平成 29年度 平成 30年度

申込者数 採用者数 申込者数 採用者数

大学生 14人 6人 16人 8人

大学院生 0人 0人 0人 0人

合 計 14人 6人 16人 8人

基金現在高

(A) + (B) + (C)

貸付金現在高
現金 (C)

平成 29年度以前の貸付金 (A) 平成 30年度貸付金 (B)

200,000,000円 155,754,492円 16,520,000円 27,725,508円

区分 年度 調定額 納付額 (返還) 滞納額 収納率(%) 滞納者数

現
年
度
分

平成 29年度 22,195,810円 20,836,052円 1,359,758円 93.87 12人

平成 30年度 18,540,944円 17,745,194円 795,750円 95,71 9人

前年比 △3,654,866円 △3,090,858円 △564,008円 1.84 △3人

過
年
度
分

平成 29年度 1,291,100円 881,100円 410,000円 68.24 2人

平成 30年度 1,769,758円 679,758円 1,090,000円 38.41 2人

前年比 478,658円 △201,342円 680,000円 △ 29,83 0人

△
口

計

平成 29年度 23,486,910円 21,717,152円 1,769,758円 92.46
(実人数)

12人

平成 30年度 20,310,702円 18,424,952円 1,885,750円 90.72
(実人数)

9人

前年比 △3,176,208円 △3,292,200円 H5,992円 △ 1,74 △3人
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決算書

(P320-P321)
10款 1項 2目  事務局費 所管課等 教育総務課

事 業 名 謙信公アカデ ミー推進事業

<奨学金の収納状況 (平成 30年度末現在)>
返還対象者数 貸付額 累計調定額 累計納付額 滞納額 収納率(%)

67人 205,440,000円 95,611,258円 93,725,508円 1,885,750円 98,03

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】

・滞納者への早期の督促により、納付の失念など短期的な返還遅延による現年度分の滞納額は減

少 したものの、前年以前からの滞納者の過年度分の滞納額は増加 したため、電話連絡や面談に

よる督促、納付相談を継続的に行い、納入促進を図る。

・大学及び大学院の所在地に関する奨学生の資格要件を全国に拡大したことから、その周知によ

り、申込者の更なる増加につなげる。

【執行残額について】

○その他  174
・報酬ほか
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決算書

(P320-P321)
10款 l項 2目 事務局費 所管課等 学校教育課

事 業 名 スクールバス等運行事業

(単位 :千円)

【目的】

児童生徒の通学支援のためスクールバスを運行し、遠距離通学する児童生徒の安全確保と負担

の解消を図る。

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

○平成 30年度目標

老朽化した車両 1台 (頸城区)を更新するとともに、スクールバスを適切に管理・運行し、児

童生徒が安全安心に登下校できるようにする。

○実施内容、これまでの経過等

・スク‐ルバス運行状況

区  名 決算額
市保有

スクールバス

受託者

持込バス
備 考

合併前上越市 9,211 2台 2台

・保倉小学校、有田小学校で運行     ヽ

・直江津東中学校 (冬期 :受託者章両)で運行

・谷浜小学校、潮陵中学校で下校バスを運行 (路線バス増

便 :受託者車両)

・城北中学校プール授業移動用バスを運行 (借上バスで対応)

安 塚 区 27,353 5台 ・小中学校で運行  米一般混乗バス兼用

浦 川 原 区 3,031 1台
・小学校で運行

・中学校で運行 (冬期)

大 島 区 14,731 3台 ・小中学校で運行  米一般混乗バス兼用

牧   区 13,684 4台 ・小中学校で運行  業一般混乗バス兼用

柿 崎 区 21,360 6台 ・柿崎小学校、下黒川小学校、柿崎中学校で運行

大 潟 区 6,271 1台 1台
・小学校で運行

・中学校で運行 (冬期 :受託者車両 )

頸 城 区 25,183 3台

・小学校で運行   業一般混乗バス兼用 (明治小学校 )

。中学校で運行 (冬期)

。バス更新 (51人乗 り)1台  14,418千円

吉 川 区 5,626 2台 ・小学校で運行

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

184,401 175,810 4,910 28,600
4,244

叫 言伽
138,056

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

8,591 8,591
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決算書

(P320-P321)
10款 1項 2目 事務局費 所管課等 学校教育課

事 業 名 スクールバス等運行事業

区  名 決算額
市保有

スクールバス

受託者

持込バス
備 考

中 郷 区 6,646 2台
・小学校で運行

・中学校で運行 (冬期)

板 倉 区 2,909 ・小中学校の校外学習等で運行 (借上バスで対応 )

清 里 区 5,921 1台 ・小学校で運行

三 和 区 14,350 2台 3台
・上杉小学校、美守小学校で運行

中学校で運行 ( 受託者車両 )

名 立 区 19,534 2台 ・小中学校で運行  *一 般混乗バス兼用

合   計 175,810 34台 6台

O目 標達成状況

児童生徒が安全安心に登下校できるようスクールバス事故防止の徹底を図つてきたが、児童が

完全に降車する前にバスの ドアが閉まり、児童が ドアに接触・転倒 し擦 り傷を負った事案が 1件

発生した。また、他に 11件の物損事故が発生した。

【事業の成果】

遠距離通学や風雪等で通学が困難となる児童生徒に対してスクールバスを運行し、通学の安全

確保と負担の解消を図つた。また、老朽化した車両 1台 (頸城区)を更新した。

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】

事故防止のため、周囲の状況に気を配りながら慎重な運転に心がけるなど運行上細心の注意を

払うよう、運行受託者に対して安全運行を徹底していく。   ブ

【執行残額について】

○その他   8,591
・・消耗品費    108
・燃料費     344
・修繕料     842
・手数料     436
。運行委託料  6,688(運行回数が当初見込みを下回つたため)

・負担金     49
・保険料ほか   129

24



決算書

(P320-P321)
10款 1項 2目 事務局費 所管課等 教育総務課

事 業 名 教育プラザ管理費

(単位 :千円)

【目的】

利用者の利便性の向上を図るとともに、教育行政の拠′煮施設として必要な施設と設備を維持す

る。

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

○実施内容、これまでの経過等

≪経費内訳≫

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

21,735 七1,489
2,780

破用猟 貝オ謝 入
棚

18,709

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

246 159 87

平 成 30年 度 の 取 組

項  目 平成29年度 平成30年度 歩ヒ  車交 内  訳

需用費

消耗品費 155 72 △ 83 管理用消耗品費

燃料費 0 15 15 灯油・ガゾリン代

光熱水費 9546 7,405 451 電気・ガス・水道料金

修繕料 1,893 3,408 1,515 営繕修繕料

役務費 2,610 2,535 △ 75 電話料ほか

委託料 7,186 7 346 160 施設管理の各種業務委託料

使用料及

び賃借料

借上料 104 104 0 AED借 上料

使用料 576 571 △ 5 下水道使用料ほか

原材料費 28 20 △ 8 冬囲い用資材ほか

負担金補助及び交付金 13 13 0 安全運転管理者協会負担金

合  計 19,519 21,489 1,970
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決算書

(P320～ P321)
10款 1項 2日 事務局費 所管課等 教育総務課

事 業 名 教育プラザ管理費

【事業の成果】
利用者の意見や要望を聴きながら、適切に施設を利用に供することができた。

区 分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度

利用件数 949件 1,061イ牛 1,072件 1,350イ牛

利用人数 29,771人 31,441人 30,009人 38,187人

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】

今後も利用者の意見や要望を聴きながら、利用しやすい施設となるよう維持管理に努める。

【執行残額について】

○入札差金  159
・修繕料
。委託料

○その他    87
。水道料金

・下水道使用料
・諸資材費ほか

52

107

32

37

18

(
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決算書

(P320-P321)
10款 1項 2目  事務局費 所管課等 教育総務課

事 業 名 みんなで育む教育推進事業

(単位 :千円)

【目的】

学校・家庭。地域がそれぞれの教育を充実するとともに、連携して教育を行うことを推進する。

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

O平成 30年度目標

市民一人一人が教育への関心と理解を深め、学校・家庭・地域の連携のもとに、より良い教育

を推進することを目指 し制定した「上越市教育の日」の趣旨を踏まえ、より多くの市民が教育に

ついて考える機運を高める。

O実施内容、これまでの経過等

上越市教育コラボ 2018「学び愛フェスタ」の開催

市民ぐるみで教育に関心を持ち、考え、行動する機会として、教育委員会 と上越教育大学、教

育関係団体等が連携 し、教育活動の紹介や体験コーナー、各種展示等を実施 した。また、東京オ

リンピック・パラリンピックホス トタウン推進事業と連携し、2020東京オリンピック・パラリン

ピックにおいて当市がホス トタウンとなる ドインに関連した催 しを実施した。

・期  日 :平成 30年 ■ 月 17日 (上)        ｀

・会  場 :市民交流施設高田公園オーレンプラザ、歴史博物館、釜蓋遺跡ガイダンス

・内  容 :≪市民交流施設高田公園オーレンプラザでの催 し≫
「21世紀型能力を育む社会科の授業づくり報告」、「ネイチャークラフ ト体験」、

「ALTと 遊ばう !英語を使つた楽しいゲーム」、「子供プログラミング祭 り」、

地域青少年育成会議活動紹介など

※ 以下、東京オリンピック・パラリンピックホス トタウン推進事業関連の催 し

ドイツ文化講演会「暮らして感 じるドイツと日本の文化の違い」、ドイツ料理

教室、パラスポーン・ボッチャ体験、 ドイツ大使館絵画コンテス ト移動展覧会

≪歴史博物館での催 し≫

子ども対象ツアー
“      ≪釜蓋遺跡ガイダンスでの催 し≫

釜蓋遺跡の魅力発信 (勾玉づくり体験等)

。参加者数 :1,550人 (平成 29年度 :1,590人、平成 28年度 :2,044人 )

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

129 64 64

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

65 65
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(P3充 :i「]321)
10款 1項 2目  事務局費 所管課等 教育総務課

事 業 名 みんなで育む教育推進事業

(参考)「上越市教育を考える市民の月間」(11月 )の学校 。地域の取組状況

・実施事業 :小中学校関係 (学習発表会 。研究会、音楽祭など)

行政・各種団体 (イ ベント、講演会、展覧会など)

。参加者数 :85,965人 (小中学校関係 :50,795人、行政・各種団体 :35,170人 )

(平成 29年度 :67,758人、平成 28年度 :60,470人 )

○目標達成状況
「学び愛フェスタ」において、令和 2年度から小学校の授業で導入されるプログラミング教育

や必修化される英語を楽しく体験できる企画や、2020東京オリンピック・パラリンピックに関連

した ドイツ文化やパラスポーンの体験 。交流イベントなど、教育環境の変化や世間の動向に応 じ

た体験型の学びを多く提供 したことで、市民の教育への関心 。理解をより深めることができた。

【事業の成果】
「上越市教育を考える市民の月間」では、市民の教育への関心の向上に向けて各学校や各種団

体が実施する事業への参加者が年々増加するなど、市民全体で教育を推進する取組が広がってき

ている。                        '

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】
「学び愛フエスタ」について、より多くの市民が教育に関心を持つ機会となるより、多様な教

育関係団体や民間団体と連携し、魅力ある企画や幅広い話題の提供、参加 。体験型のイベントの

充実などに取り組む。

【執行残額について】

○その他   65
・報奨金     30
・費用弁償    35

上越市教育コラボ 2018「学び愛フェスタ」の様子

ALTと 遊ぼう 1英語を使つた楽 しいゲーム
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決算書

(P322-P323)
10款 1項 2目  事務局費 所管課等 学校教育課

事 業 名 コミュニテイ・スクール事業

(単位 :千円)

【目的】

学校、家庭、地域がそれぞれの教育を充実するとともに、家庭、地域が学校運営に参画するこ

とで、各学校の課題の解決とより良い学校教育の実現を図る。 ＼

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

○平成 30年度 目標

・学校運営協議会の一層の充実を図るため、コミュニテイ・スクールに関する各種研修会及び学

校運営協議会代表者懇談会を実施する。

・各学校において学校運営協議会での熟議や地域各種団体との連携・協働の取組が定着 してきて

いることから、取組の視点を新たに「家庭教育支援」「社会に開かれた教育課程」「小中連携・

一貫教育における学校運営協議会の在 り方」「地域の自主性の向上」とし、各学校での取組の

充実・改善を図る。

O実施内容、これまでの経過等

・教職員及び学校運営協議会委員の実践的な研修として、外部からカリキュラム・マネジメン ト

の講師と上越教育大学の教授を招へいし、研修を行つた。

・新潟県コミュニテイ・スクール研修会 (湯沢町)に、各校学校運営協議会委員や教育委員会担

当者、合わせて 21人が参加 し、県内のコミュニテイ・スクールの現状と課題について理解を深

めた。
・学校運営協議会代表者による懇談会を開催 し、文都科学省から講師を招へいして講話を行つた

ほか、地域が主体となり地域と学校が協イ動しながら活動 している事例の発表を踏まえ、小グル

ープによる今後の自校での取組についての情報交換を行つた。

。年度末に教育委員会及び各学校の取組状況等を冊子にまとめ、各学校へ周知を行つた。

○目標達成状況
。研修会や懇談会を通じ、他校との情報交換、学校運営や地域との関わり方、家庭教育支援の方

策、小中連携 。一貫教育を踏まえた学校運営協議会の在 り方などについて具体的に学ぶことが

でき、学校や地域の課題解決に向け、学校運営協議会の中で熟議が深まつた。

。当市での取組から得られた成果や課題について、様々な研修機会や取組報告を通して、学校運

営協議会委員や各校の管理職に周知徹底を図ることができた。

29

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

5,295 4,615 4,615

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

680 680



決算書

(P322-P323)
10款 1項 2目 事務局費 所管課等 学校教育課

事 業 名 コミュニティ・スクーアレ事業

【事業の成果】
。小中連携や一貫教育の進展に伴い、小中学校合同の学校運営協議会開催が増加した。中学校区

全体で目指す子どもの姿を共有し、地域の課題や学校教育の課題を解決していこうとする意識

が高まってきた。
・実践発表や情報交換により、それぞれの学校運営協議会における運営の改善や充実に結び付け

ることができた。

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】

・家庭教育支援、社会に開かれた教育課程について学校運営協議会での熟議が進むよう、各校で

の取組状況の把握と支援を行う必要がある。
。これまでの取組により、主体性を大いに発揮している地域もあれば、学校には協力的でも、な

かなか自主性が高まらない地域もあることから、地域の自主性の向上に資する研修等を実施し

ていく必要がある。

【執行残額について】

○その他  680
・報酬
・旅費
・消耗品費ほか

65

417(研修 会 や 会 議 へ の参加 者 数 が 当初 見 込 み を下 回 つ た た め )

198
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(単位 :千円)

【目的】

2020年東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿を招致することで、スポーツ交流人口の

拡大や市民の競技力の向上を図るとともに、市民がオリンピックという世紀の祭典を身近なもの

として感じ、合宿招致国を迎え入れる市民の機運の醸成を図る。

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標t実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

○平成 30年度 目標
・2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、 ドイツ体操チームの事前合宿を受け入

れるべく、ドインとのスポーツ・文化交流事業を行い、市民の ドインに対する理解や親近感の

向上を図る。

・ホス トタウン推進事業と冠した各種の体験 。交流イベン トを通じ、市民のスポーツヘの関心や

競技力の向上を図るとともに、市民が日本国内でのオリンピック・パラリンピックの開催を

身近なものとして実感できるよう市民の機運を高める。

O実施内容、これまでの経過等

(1)東京オリンピンク・パラリンピックホス トタウンPRイベントの開催  と,422

2016年に開催されたリオデジヤネイロオリンピック新体操団体 8位入賞の畠山愛理氏を招

いてオリンピアン交流会を開催 したほか、上越市教育コラボ 2018「 学び愛フェスタ」におい

て、 ドイツ文化講演会等を実施 した。

<オ リンピアン交流会>
・期  日 :平成 30年 11月 10日 (上 )

。会  場 :かきざき ドーム

・内  容 :畠 山氏による トークコーナーや

新体操ジュニア選手への実技指

導を行つた。

・参加者数 :350人

決算書

(P322-P323)
10款 1項 2目  事務局費 所管課等

オリンピック・パラリンピック推進室

(平成30年度所管はスポーツ推進課)

事 業 名 東京オリンピック・パラリンピックホス トタウン推進事業

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

18,508 14,008 1 000
35

翻 鰺 )

12,973

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

4,500 2,479 2,021
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決算書

(P322-P323)
10款 l項 2目  事務局費 所管課等

オリンピック・パラリンピック推進室

(平成30年度所管はスポーツ推進課)

事 業 名 東京オ リンピック・パラリンピックホス トタウン推進事業

<上越市教育コラボ 2018「学び愛フェスタ」における開催イベン ト>
・期  日 :平成 30年 11月 17日 (土 )

。会  場 :高 田公園オーレンプラザ

ドイツ文化講演会 「暮らして感 じるドインと日本の文化の違い」
。講  師 :建築デザイナー カール・ベンクス 氏
。内  容 :建物や街並みの違いをメインテーマとして、 ドイツと日本の文化について

の講演を行つた。

・参加者数 :220人

ドイツ料理教室
。講  師 :料理研究家 門倉 多仁亜 氏       1
・内  容 :「 ドインの家庭料理」をテーマにした料理教室を行つた。

・参加者数 :20人 (申 込多数により抽選 )

パラスポーン体験会

・講  師 :オ リンピック・パラリンピック等経済界協議会 川崎 由香 氏

・協  力 :スポーツボランティア 11人

・内  容 :東京パラリンピックの競技種 目である「ボッチャ」の体験会を行つた。

・参加者数 :170人               `
ドイツ大使館絵画コンテス ト移動展覧会

・内  容 :ドイン大使館が開催している絵画コンテス ト「わたしの ドイツ 2017」 の小

中学生作品 50点を展示した。

121 ドイツ文化を知る交流事業  0    
‐

・在 日ドイツ大使館職員との交流事業は、大使館 との日程及び内容の調整が不調とな り、事

業実施を見送つた。

・ ドイツ料理毅室は、上越市教育コラボ 2018「学び愛フェスタ」での開催 とした。

13)ホス トタウン事業のPR活動  574
市内で開催された「上越オクトーバーフェスト2018」 などのイベントにブースを設置し、

ホス トタウン事業の概要や ドインの特色 。文化を紹介する展示を行 うとともに、卓上のばり

旗を作成し、周知活動を行つた。

<上越オクトーバーフェス ト2018>
・期  日 :平成 30年 8月 2日 (木)～ 5日

・会  場 :高 田公園 忠霊塔前広場
。来場者数 :282人 (ブース来場者)

(日 )

14)事前合宿招致活動  1,525
平成 30年 4月 の体操ワール ドカップ東京大会のために来 日した ドイツ体操連盟の役員 と選

手が事前合宿の関係施設を視察するとともに、市内のジュニア体操選手と交流を行つた。
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決算書

(P322-P323)
10款 1項 2目  事務局費 所管課等

オリンピック1パラリンピック推進室

(平成30年度所管はスポーツ推進課)

事 業 名 東京オリンピック・パラリンピックホス トタウン推進事業

151 ドイツパラリンピック柔道チームとの交流事業  8,218

新潟県立武道館を使用した武道競技の事前合宿の実現を目指 し、 ドイツパラリンピック柔

道選手を含む ドイツ柔道チームの合宿を受け入れた。高田スポーンセンターでの練習のほか、

小中学生柔道選手との交流練習や上越高等学校での料理体験など市民との交流も積極的に行

った。

・受入期間 :平成 30年 8月 6日 ～17日 (11泊 12日 )

・受入人数 :23人 (ドイツ柔道連盟役員 1人、パラリンピック柔道選手 5人、U21選手 13

人、コーチ 3人、理学療法± 1人 )

ヽ    ヽ

ドイツ柔道チームによる市長表敬 小中学生柔道選手との交流練習

俗)その他  2,269
国際交流推進員 (非常勤一般職)の任用

○目標達成状況
。ドインパラリンピック柔道チームの事前合宿招致に向けて合宿を受け入れ、交流事業を通 じ

て市民の ドインに対する理解を深めるとともに、 ドイツチームから当市の練習環境等につい

て高く評価 していただき、招致実現に向けた取組を展開することができた。

・オ リンピアンとの交流やホス トタウンPRイベン トには多くの市民から参加いただき、東京

オ リンピック・パラリンピックのホス トタウンとしての取組を知つていただく機会を提供す

ることができた。

【事業の成果】

ドイツのホストタウンとして、合宿招致活動だけでなく東京オリンピック・パラリンピックや

ドインに関連した事業に取り組むことで、東京大会の開催に向けた市民の機運を高めた。

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】
。ドイツを訪問しての招致活動については、ドイツの競技団体との協議が日本で可能となつたこ

とから事業実施を見送つた。
,

・ ドイツのホストタウンとして、スポーツ・文化交流を実施し、東京オリンピック・パラリンピ

ックに向けて更なる機運の醸成を進める。

・2020年の体操及びパラリンピック柔道の事前合宿実施に向けた準備を進める。

基孝
基
一
一エ
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【執行残額について】

○事業未実施_2,479(ドイツヘの訪問及び ドイツ文化を知る交流事業を実施しなかつたため)

・報償金      44
・旅費       327
・役務費       5                      .
・委託料    2,103    .

○その他   2,02と 、
・報酬等      14
・旅費      1,190                        

｀

・需用費       9
・役務費     140
・使用料     668

決算書

(P322-P323)
10款 1項 2日 事務局費 所管課等

オ)ンピック=パラリンピック推進室

(平成30年度所管はスポーツ推進課)

事 業 名 東京オリンピック・パラリンピックホストタウン推進事業
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決算書

(P322-P323)
10款 1項 3目 教育センター費 所管課等 学校教育課

事 業 名 教育研究事業

(単位 :千円)

【目的】
上越カリキュラムの考えに基づく教育実践を推進するとともに、新教育課程の実施に向けて、

教育研究及び各種研修を重点化して計画的に行い、学校経営力や教員の指導力の向上を図る。

平 成 80年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

○平成 30年度 目標

・視覚的カリキュラム表の活用推進や上越カリキュラム研究モデル校による実践発表会等の実施

により、学校のカリキュラム・マネジメン トの推進を支援 し、各学校・幼稚園の教育 目標の実

現や特色ある教育活動の充実を目指す。

・スクールマネジメン トなどに関する研修について、内容の重点化を図ることにより学校の取組

を支援 し、コミュニティ・スクーィレ制度や小中一貫毅育の充実を図る。

。「主体的 。対話的で深い学び」の実現を目指 して、全ての子どもが分かる楽しさを実感できる

授業づくりについて研修等を実施し、教職員の授業改善及び指導力の向上を図る。

○実施内容、これまでの経過等

(1) 上越カリキュラム開発研究

活動名等 実施内容

推進委員会

指導者 2人、委員長 1人、委員

13人、事務局等 3人で構成

本年度計画、ワーキンググループの取組内容の検討

今年度の成果と課題を報告、新年度の方向について検討

,第 1回 (5/31)

・第 2回 (2/22)

・ワーキンググループ

A(モデル校のカリキュラムづく

り)

B(視覚的カリキュラム表活用)

C(実践集録作成)

D(カ リキュラム・マネジメント

研究)

13人で構成

・研究モデル校 (下黒川小学校、大潟町中学校)の実践事例検討 と成果の発

表

・上越カリキュラム実践集録 「共創」(A4判 32P白黒)の作成

・視覚的カジキュラム表活用研修会の実施、次年度視覚的カリキュラム表デ

ータの作成と配信

※各ワーキンググループ活動 A:2回 、B:2回、C`:5回 、D:3回

・報告と発表
・上越カリキュラム実践発表会での研究概要と成果の発表 (12/4)

。上越カリキュラム実践集録 「共創」の刊行、全教職員への配布 (3月 )

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

10,854 10,695 10,695

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

159 159

35



決算書

(P322-P323)
10款 1項 3日 教育センター費 所管課等 学校教育課

事 業 名 教育研究事業

(3)

2)研修

スーパーティー

・専門的で授業力

人 (う ち今年度

公開を行い市内

携 して、6月 に

(4)

(5)

チャー活用事業

に定評のある 5教科の小・中学校教員を、校種別に各教科 1人ずつ、合計 10

は新規に 8人)をスーパーティーチャーとして委嘱した。延べ 21回の授業

の小中学校教員が参観 した。平成 29年度に続き、市中学校毅育研究会と連

5教科一斉にスーパーティーチャーの授業参観を行い、市内中学校の 5教科

の教員が全員参加 した。

・授業参観者は、平成 29年度より2人増加 し、延べ 657人あつた。公開された授業は内容が

I夫 され、提案性があるものであり、授業後の協議会では参観者が授業について熱心に討議

していた。
・スーパーティーチャーを指導・支援するスーパーバイザー (校長職)を各教科 1人ずつ合計

5人 (う ち平成 30年度は新規に 2人)に委嘱し、授業前後の協議会で授業の内容や手法、指

導過程について指導を行つた。

教師力向上サポー ト事業 「夢しごと元気塾」
。若手教員の授業力向上を目的に、平成 30年度は教職 2年 目の教員を中心に 3年 目までの教

員 9人に対し、経験豊かな指導者 8人が年間を通してマンツーマンで指導し、研修を進めた。

研修生は、各自が設定した研修テーマに基づき 3～4回の授業研究を行い、授業づくりやそ

の基礎 となる学級経営の在 り方について、一年間にわた り意欲的に研修に取 り組んだ。

・研修 レポー ト集 「『夢 しごと』の道を切 り拓く 第 7集」を作成し、校長や指導者に配布 し

た。また、閉講式で自分の成長の足跡を振 り返 りながら今後の課題について発表 し合い、研

修のまとめとした。

その他
。「研修会テキス ト集」と「私たちの科学研究 小学校編、中学校編」千J行、理科教材の斡旋

提供 (89件 )、 備品貸出 (111件 )、 理科相談 (31件)な どを行つた。

○目標達成状況
。視覚的カリキュラム表 (デジタル化され、柔軟に作 り変えられる単元配列表)の作成・活用に

関する研修会やカリキュラム・マネジメントに関する研修会の開催、研究モデル校への支援や

実践発表会の開催を通して教職員全体へのカリキュラム・マネジメン トの重要性について意識

を高めることができた。

各校のグランドデザインや視覚的カリキュラム表の展示、校務支援システムヘの各校の視覚

的カリキュラム表の掲載を行 うとともに、実践集録を全教職員に配布することにより、カ リキ

実施内容 (参加者数 )研修名  ε

ギー研修会、学校安全ボランティア養成講習会、動物飼育研修会等 2z講座 (888人 )

。情報教育担当者研修会、情報セキュリティと教育の情報化研修会等 19講座 (305人 )

。心理検査研修会、特別支援教育コーデイネーター研修会、管理職向け説明会等 4講座

研修会、食物アレル災教育研修会、子どもスクール コン イアンス研修会、

(195人 )

職種。課題別研修

・情報教育研修
・特別支援教育研修

・カリキュラム・マネジメント研修会、授業のユニバーサルデザイン化研修会、授業名人

の示範授業研修会、授業力基礎講座、研究主任研修会等 14講座 (508人 )

。学級づくり研修会①～② (49人 )

・援業力向上研修

。学級づくり研修

カリキュラム実践発表会、視覚的カリキュラム活

研修会 (コ ミュニティ・スクール教職員情報交換会)、 小中一貫教育研修会等 7

ジメン ト用研修会、スクールマ

講座 (239

人 )

・学校力向上研修

。理科・生活科研修 (229人 )、 野外研修 (30人 )、 学校別研修 (373人 )、 科学研究発表

会 (発表者 257人 、参加者 814人 )、 相談会・標本同定会 (12人 )

・理科・生活科、野外

研修等
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決算書

(P322-P323)
10款 1項 3目  教育センター費 所管課等 学校教育課

事 業 名 教育研究事業

ュラムセンターとして有益な情報を学校や教職員に提供し、マネジメン ト能力を高めることが

できた。
・スクールマネジメン ト研修は、教務主任や研究主任等を対象に、学校のミドル リーダーに求め

られる内容、組織 目標の重要性やマネジメン トの定義、背景等に重点化 して実施 した。また、

小中一貫教育研修では、先進的な取組をしている小中学校の実践発表を基に協議を行い、各校

の取組を見直すことができた。

・新学習指導要領への移行に伴い、その趣旨に沿つた授業力向上や学校力向上を図る研修を始め

とした 75の研修講座において、延べ 2,726人の参加者があつた。研修評価では、「大変有意義」、

「有意義」と回答 した参加者が 94.7%で、昨年度比 1.3%増であった

【事業の成果】
。学校のグランドデザインと視覚的カリキュラム表を全ての小中学校で作成 し、活用 した。視覚

的カリキュラム表等を基にカリキュラムの評価と見直しを行つた回数は、小学校が平均 2.4回、

中学校が 1.7回であり、小学校でのカリキュラム・マネジメン トの促進が定着しつつある。

・スクールマネジメン ト研修後に、多くの学校でカリキュラムの見直しや学校運営協議会での運

営方法等の工夫改善を行つている。小中一貫教育研修では、研修内容を基に多くの学校が、自

校や中学校区の課題を明確にして取組を見直し、推進するようになつた。

・平成 30年度から始まった新教育課程への移行に際し、具体的な授業、実践事例、ワークショ

ップを通して「主体的 6対話的で深い学び」や 「特別の教科 道徳」等について研修を実施 し

たことにより、多くの学校で学習過程や互いに学び合 う活動等を中心に授業改善に取 り組むこ

とができた。

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】

・上越カリキュラムでは、これまで以上に子どもたちの深い学びの実現とい う観点からカリキュ

ラム・マネジメン トを行 うことが大切であり、「焦点化された学校課題⇔グラン ドデザイン⇔

教育課程。視覚的カ リキュラム表⇔学年・学級経営⇔単元計画⇔授業デザイン (往還イメージ)」

のつながりを意識 しながら教育活動に関わることが重要になつてくる。その際、各学校及び教

員一人一人のマネジメン ト能力の向上、特色ある学校づくりを推進できるよう支援 していく。
。新教育課程の実施を見据え、一人一人の教員が新学習指導要領で新たに加わつた「特別の教科

道徳」、小学校外国語、プログラミング学習への理解を深めるとともに、各教科等においても

授業力向上を目指して、具体的な授業づくりに取 り組んでいけるよう支援 していく。

【執行残額について】

○その他  159
・社会保険料
・旅費
・私有車借上料ほか

30

94
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決算書

(P322-P323)
10款 1項 3日 教育センター費 所管課等 学校教育課

事 業 名 教育相談事業

(単位 :千円)

【目的】

いじめや不登校などで悩んでいる児童生徒や保護者、対応に苦慮している教職員に対し、教育

相談やチームによる支援等を組織的に行い、悩みや問題の早期解決を図る。

平 成 30年 度 の 取 組

【事業の概要 (年度目標、実施内容、これまでの経過、日標達成状況など)】

○平成 30年度 目標

・児童生徒や保護者、教職員からのいじめや不登校などの相談に対し、相談者の気持ちに寄 り添

いながら助言や支援を行い、悩みや問題の早期解決を目指す。

・学校だけでは解決が困難なケ▼スについて、学校問題解決支援プロジェク トチーム(JAST)
がチームとしての組織力や機動力を発揮しながら、関係機関等と連携して支援 し、学校が主体

となつて早期解決できるようにする。

○実施内容、これまでの経過等

予算現額 執 行 額
執 行 額 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 市  債 そ の 他 一般財源

32,665 32,270 32,270

翌年度繰越額 執行残額
執 行 残 額 の 内 訳

事業費節減 事業未実施 入札差金 そ の 他

395 395

実施内容

不登校児童

生徒適応指

導教室

。開設時間 :午前 9時～年後 3時 50分 南教室、北教室を設置

指導員は各教室 2人
・教育相談、学習指導、体験活動を実施
。国立妙高青少年自然の家で、野外炊事・交流活動を実施

通室児童生徒数 :25人

学校訪問カ

ウンセラー

。学校訪問カウンセラー10人

・全小学校への学校訪間の実施、児童生徒、保護者、教職員を対象

とした教育相談の実施

・毎週訪問 21校、隔週訪問 29校

(ス クールカウンセラーを配置している中学校では、要請がある

場合のみ相談活動を実施)

相談件数 :1,560件
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決算書

(P322-P323)
lb款 1項 3目 教育センタエ費 所管課等 学校教育課

事
.業 名 教育相談事業

実施内容

来所相談

・開設時間 :午前 9時 10分～午後 4時
・学校訪問カウンセラー、スクールツーシャルワーカー、適応指導

教室指導員等による相談

・南・北教育相談所、中央相談所 (教育センター)の 3か所で実施

相談件数 1107件

電話相談 「子

どもほつとラ

イン」

・相談時間 :24時間 年中無休

・午前 9時～午後 6時は相談員各 1人が受理 (26人登録)

・午後 6時～午前 9時及び土日、祝 日、年末年始は、あんしんコ

ールセンターが受理

相談件数 :112件

学校問題解決

支援プロジェ

ク トチ ー ム

(」 AST)

。学校だけでは解決が困難な問題に対する的確な問題の見立てと、

早期解決への支援              ・

。生徒指導担当指導主事、管理指導主事、特別支援教育担当指導主

事、健康教育担当指導主事、学校訪問カウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカーでチーム編成

相談受理件数 :221件

適応相談室

。問題行動を繰 り返 し、学校生活にうまく適応できない児童生徒

に対する個別指導や教育相談の実施、自立心と集団生活への適応

能力を高め、望ましい学校生活を送ることができるようにするた

めの支援
・開設場所 :教育プラザ 適応相談室

・開設 日及び時間 :各学期の始業式の日から終業式の日まで

月曜 日～金曜 日

午前 9時～12時 、年後 1時～5時

・担  当 :」 AST職 員

通室実人数

通室延 日数

17人
102日

カウンセジン

グ研修講座

・夏期研修講座 (7/27、 30、 31)3日 間 3講座
。冬期研修講座 (12/25～ 12/27)3日 間 3講座

受講者数 : 272人
(夏期 98人 )

(冬期 174人 )

○目標達成状況  4
・電話相談 「子どもほつとライン」の相談時間を「24時間、年中無体」とした平成 29年度の受

理件数は、29件増の 94件 (午前 9時から午後 6時までの時間帯 72件、延長時間帯 22件 )。 30

年度は 18件増の 112件 (午前 9時から年後 o時まで 75件、延長時間帯 37件)と なつた。

・適応指導教室に通室する児童生徒の中で、学校に登校できるようになつた児童生徒数が 17人

(68.0%)と なつた。
・学校問題解決支援プロジェク トチーム (」 AST)が 受理した相談件数が 221件、その うち問

題が解消した件数が 121件 (解消率 54%)と なつた。

<参考> いじめ認知・解消件数、30日 以上欠席不登校児童生徒数

いじめ認知・解消件数
不登校児童生徒数

(30日 以上)

小学校 中学校
小学校 中学校

認知件数 解消件数 認知件数 解消件数

平成 29年度 223 イ牛 186 イ牛 109 イ牛 69 イ牛 28 人 114人

平成 30年度 271 1牛 219 イ牛 94件 55 イ牛 44 人 140人

比  較 48件 33イ牛 △15件 △14件 16 人 26人

39



決算書

(P322-P323)
10款 1項 3目 教育センター費 所管課等 学校教育課

事 業 名 教育相談事業

【事業の成果】
・電話相談 「子どもほつとライン」の相談時間を、「24時間、年中無体」として 2年 目を迎えた

が、全相談件数に対して夜間や休 日の相談件数の割合が 33.0%を 占め、幅広い時間帯での相談

受付体制が有効に機能しつつある。

・適応指導教室に通室する児童生徒のうち、学校へ登校できるようになつた児童生徒の件数が前

年度より 1件増加の 17件であつた。適応指導教室で個々の児童生徒に合わせた指導を一層進

めてきたことにより、学校生活に適応できる児童生徒が公々に増加することにつながあた。

。いじめや不登校などの相談事例について、学校問題解決支援プロジェク トチーム (」 AST)
を中心に、すこやかなくらし包括支援センター (健康福祉部)や児童相談所等の関係機関と連

携 して問題解決の方向性を示すことができた。その結果を学校に情報提供することにより、学

校の主体的な対応につなが り、早期の問題解決の一助 とすることができた。

【今後の課題、反省点、日標が達成できなかつた要因など】

学校訪間カウンセラーヘの相談、各教育相談所での来所相談、学校問題解決支援プロジェクト

チーム (」 AST)へ の相談など様々な形や機会での相談が多様化する傾向にある。その相談内

容も複雑化・重度化し、長期にわたつて医療や福祉等との連携した対応が必要となつているもの

も少なくない。このような状況があることから、今後も関係機関等との連携の強化やチーム内一

人二人の専門性を高め、多様な問題へ対処していくなどの仕組みづくりが必要である。

【執行残額について】

○その他  395
・報酬
・社会保険料
・雇用保 F父料
・旅費
・私有車借上料ほか

89

89

46

101

70

40


